
各県知事への意見照会に対する回答

平成２７年度第２回四国地方整備局事業評価監視委員会

に諮る対応方針(原案)の作成に係る意見照会について
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＜別 紙＞ 

 

 次の再評価に係る「対応方針(原案)」案については異議ありません。 

  

【河川事業】 ２件 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

重信川総合水系環境整備事業 継続  

肱川直轄河川改修事業 継続  

 

【砂防事業】 １件 

事業名 「対応方針（原案）」案 備考 

重信川水系直轄砂防事業 継続  

 

 

 なお、当事業に対する意見は下記のとおりです。 

 

記 

 

① 重信川総合水系環境整備事業に対する意見 

・重信川総合水系環境整備事業は、重信川の良好な河川環境の保全、再生のため必要

な事業であり、今後も継続し着実な事業促進をお願いします。 

 

② 肱川直轄河川改修事業に対する意見 

・肱川直轄河川改修事業は、肱川流域の安全・安心を確保するため、地元の強い要望

のもと進められている重要な事業であり、近年においても、平成１６年、１７年、

２３年などの洪水により浸水被害が頻発していることから、肱川水系河川整備計画

に添って、今後も継続し、積極的な事業促進をお願いします。 

 

③ 重信川水系直轄砂防事業に対する意見 

・重信川水系直轄砂防事業は、県都松山市はじめ流域住民を土砂災害から守るために

必要な事業であり、さらに、昨年、広島市北部など各地で集中豪雨による大規模土

砂災害が頻発していることから、一層の事業促進をお願いします。 
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